
   東京大学大学院総合文化研究科・教養学部駒場博物館規則 

 

平成１９年４月１日 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京大学大学院総合文化研究科組織規則第１５条第４項及び東京大

学教養学部組織規則第１７条第４項の規定に基づき、駒場博物館の組織及び運営に関し

必要な事項について定める。 

 （目的） 

第２条 駒場博物館は、総合文化研究科・教養学部における総合教育の一環として、学術、

研究及び教育の成果を普及することを目的とする。 

 （構成） 

第３条 駒場博物館は、美術博物館及び自然科学博物館で構成する。 

 （美術博物館） 

第４条 美術博物館は、次の各号に掲げる研究教育及び事業を行う。 

 (1) 旧制第一高等学校及び旧制東京高等学校以来所有し又はその後に取得した美術、工

芸、歴史、考古、民族及び教育等に関する資料（以下この条において「学術資料」と

いう。）を整理及び保存すること。 

 (2) 学術資料を展示公開すること。 

 (3) 学術資料の有効利用と展示公開に関する調査を行い、その成果を普及すること。 

２ 前項に掲げるもののほか、学術発信・社会連携活動を推進するために必要な事業を行

う。 

 （自然科学博物館） 

第５条 自然科学博物館は、次の各号に掲げる研究教育及び事業を行う。 

 (1) 旧制第一高等学校以来所有し又はその後に取得した自然科学、工学及び図学等に関

する標本並びに資料（以下この条において「学術資料」という。）を整理及び保存す

ること。 

 (2) 学術資料を展示公開すること。 

 (3) 学術資料の有効利用と展示公開に関する調査を行い、その成果を普及すること。 

２ 前項に掲げるもののほか、学術発信・社会連携活動を推進するために必要な事業を行

う。 

 （運営委員会） 

第６条 美術博物館及び自然科学博物館に、各博物館の管理運営に関する事項を審議する

ため、それぞれ運営委員会を置く。 

２ 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 

 （館長及び副館長） 

第７条 駒場博物館に館長を置く。 

２ 館長は、博物館の管理運営を総括する。 

３ 駒場博物館に副館長を置くことができる。 

４ 館長及び副館長の選出並びに任期等に関する事項は、美術博物館及び自然科学博物館

の各運営委員会の議を経て、別に定める。 

 （管理スタッフ） 



第８条 駒場博物館に展示会の設営、展示室の管理、標本・資料の整備及び保管等の業務

を行うため、教職員若干名を置く。 

 （実施細則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、

館長が別に定める。 

 

   附 則 

  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 


